
入 札 説 明 書 

 

 この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者（以下

「入札参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするもの

である。 

 

１ 調達内容 

 (１) 購入等件名及び数量 

品  名 地区名 規  格 予定数量 入札参加条件 

ガソリン 
沿岸本局 

管内 
ハイオク 約 7,200ℓ 

釜石市及び大槌町内に給

油所を有する者 

ガソリン 
沿岸本局 

管内 
レギュラー 約 54,300ℓ 

釜石市及び大槌町内に給

油所を有する者 

軽油 釜石地区 ＪＩＳ規格 約 8,200ℓ 
釜石市内に給油所を有す

る者 

船舶用軽油 

（軽油引取税免税） 
釜石地区 船舶渡、ＪＩＳ規格 約 135,000ℓ  

Ａ重油 釜石地区 

１種１号、配達料込み、

１回当たりの発注数量

６㎘未満 

約 83,000ℓ 
釜石市内の岩手県所管各

公所等に配達可能な者 

船舶用Ａ重油 釜石地区 １種２号、船舶渡 約 137,000ℓ  

灯油 
沿岸本局 
管内 

１号、配達料込み、１

回当たりの発注数量が

６㎘以上 

約 70,000ℓ 

沿岸広域振興局本局管内
（釜石市、大槌町）の岩手
県所管各公所等に配達可
能な者 

灯油 
沿岸本局 
管内 

１号、配達料込み、１

回当たりの発注数量が

６㎘未満 

約 11,600ℓ 

沿岸広域振興局本局管内
（釜石市、大槌町）の岩手
県所管各公所等に配達可
能な者 

 (２) 納入期間（単価契約期間） 

    令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 (３) 納入場所 

    給油取扱所での給油又は沿岸広域振興局本局管内（釜石市、大槌町）の岩手県所管（医療局、

企業局を除く）各公所等 

２ 入札参加者資格 

 (１) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

 (２) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て若しくは、民事再生

法（平成 11 年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなさ

れている者（更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く）でないこと。 

 (３) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和５・６・７年度競争入札参加

資格者名簿に「燃料油脂類」で登録されている者であること。 



 (４) 沿岸広域振興局本局管内に本社(本店)を有する者又は管外に本社(本店)を有しているが、管

内に支店等を有しており、その支店等が(３)の資格を有し、１(１)の入札参加条件を満たして

いる者であること。 

 (５) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準（平成 12年３月 30

日制定）に基づく指名停止を受けていない者であること。 

３ 入札参加者に求められる事項 

(１) 入札参加者は、参加資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加申請書（別紙様式）（以

下「申請書」という。）を令和８年３月９日（月）午後５時までに 13(２)の場所に１部提出し

なければならない。なお、郵便による提出も認めるが、期日必着とする。 

   また、仕様等について疑義がある場合は、申請書の提出期限までの間に入札公告等に掲げる

問合せ先に説明を求めることができる。 

 (２) 申請書を提出した者は入札日の前日までの間において説明を求められた場合は、これに応じ

なければならない。 

 (３) 申請書は、岩手県において審査するものとし、入札参加資格を満たすと認められた申請書を

提出した者に限り、入札に参加できるものとする。 

    なお、申請書等の補足、補正等は認めるが、令和８年３月 11日（水）午後５時までとする。 

また、審査結果は、令和８年３月 16日（月）までに FAXにより通知する。 

４ 入札の方法等 

 (１) １(１)について品名、地区名ごとに１リットル当たりの単価（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、小数点第２位までとする。）で入札に付する。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10 に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、小数点第３位までとし、小数

点第４位以下を切り捨てた額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の

100に相当する金額を入札書に記載すること。 

    ただし、軽油（免税軽油を除く。）については、入札書に記載された金額から軽油引取税に

相当する額を差し引いた金額に、当該金額の 100分の 10 に相当する額及び軽油引取税に相当

する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、小数点第３位までとし、

小数点第４位以下を切り捨てた額）をもって落札価格とするので、見積もった金額から軽油引

取税に相当する額を差引いた金額の110分の100に相当する金額に軽油引取税に相当する額を

加算した金額を入札書に記載すること。 

 (２) 入札書は、５(１)の日時に５(２)の場所に持参すること。 

 (３) 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 

 (４) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印

を押印しなければならない。 

    また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

 (５) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しな

ければならない。 



５ 入札、開札の日時及び場所 

 (１) 日時 

    令和８年３月 18日（水） 午前 10時（開始時刻） 

 (２) 場所 

    釜石地区合同庁舎３階第１会議室 

６ 入札保証金 

  免除 

７ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 

 (１) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書 

（２） 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書 

 (３) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書 

 (４) 記名押印のない入札書 

 (５) 入札金額を訂正した入札書 

 (６) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書 

 (７) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書 

 (８) 同一入札参加者又は代理人が２つ以上提出した入札書 

 (９) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書 

 (10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書 

８ 入札書に関する事項 

  入札書は、県で示す書式により次のことを表示すること。 

 (１) 入札年月日 

 (２) 入札参加者の住所、氏名及び印（法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び

印） 

 (３) 宛名は「沿岸広域振興局長」とする。 

 (４) 入札金額（品名、地区名ごとに１リットル当たりの単価とする。） 

 (５) 品名、地区名、規格 

９ 落札者の決定方法 

 (１) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であっ

て、会計規則（平成４年岩手県規則第 21 号）第 100 条の規定により定められた予定価格の制

限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。 

 (２) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引か

せ、落札者を決定するものとする。 

品  名 地区名 規  格 予定時刻 

ガソリン 沿岸本局管内 ハイオク 午前 10 時 

ガソリン 沿岸本局管内 レギュラー 午前 10時 10分 

軽油 釜石地区 ＪＩＳ規格 午前 10時 20分 

船舶用軽油 

（軽油引取税免税） 
釜石地区 船舶渡、ＪＩＳ規格 午前 10時 30分 

Ａ重油 釜石地区 
１種１号、配達料込み、１回当たりの発注数

量６㎘未満 
午前 10時 40分 

船舶用Ａ重油 釜石地区 １種２号、船舶渡 午前 10時 50分 

灯油 沿岸本局管内 
１号、配達料込み、１回当たりの発注数量が

６㎘以上 
午前 11 時 

灯油 沿岸本局管内 
１号、配達料込み、１回当たりの発注数量が

６㎘未満 
午前 11時 10分 



 (３) (２)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、

当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものと

する。 

10 開札に立ち会う者に関する事項 

  開札は､入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はそ

の代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 

11 再度入札に関する事項 

 (１) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。 

 (２) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者

のみとする。 

 (３) 入札執行回数は３回を限度とするものとし、この限度内において落札者がいないときは、入

札を打ち切るものとする。 

12 契約に関する事項 

 (１) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

 (２) 落札者は、契約保証金として契約額に１(１)の予定数量を乗じて得た金額の 100分の 5以上

の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部

の納付を免除する。 

   ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険

証券を提出したとき。 

   イ 落札者が過去２年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行

しており、その契約書の写しを２件分以上提出したとき。 

   ウ 契約額に１(１)の予定数量を乗じて得た金額が 100万円以下となるとき。 

 (３) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 

 (４) 契約条項は別添契約書（案）のとおりとする。 

(５) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告

又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明

した場合は、契約を締結しない。 

13 その他 

 (１) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者

又は契約の相手方が負担するものとする。 

(２) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

    沿岸広域振興局釜石審査指導監 

    〒026-0043 岩手県釜石市新町６番 50号 電話番号 0193－27－5528 



様式第 10 号 

物品の供給及び単価等に関する契約書（案） 

 岩手県（以下「甲」という。）と、        （以下「乙」という。）とは、物品の供給

及び単価等について、次のとおり契約を締結する。 

第１ 乙は、甲に対し、末尾の表に掲げる物品を供給するものとする。 

第２ 契約期間は、 令和８年４月１日から令和９年３月 31日までとする。 

第３ 契約保証金  金          円 

第４ 甲は、契約物品を購入する場合は、その都度、数量、納入場所及び納入期限を定めて、乙

に購入の申込みをするものとする。 

第５ 乙は、甲から契約物品の購入申込みがあったときは、末尾の表に掲げる単価をもって、甲

の指定した場所及び期限内に、その都度申込数量を納入するものとする。 

第６ 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、速やかに物品検収員をして、

乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するも

のとする。 

２ 乙又はその指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるもの

とする。 

３ 物品の所有権は、第１項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。 

４ 第１項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物

品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由に

よるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。 

第７ 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するもの

とする。この場合における検収は、第６の定めるところによる。 

第８ 乙が行う代価の請求は、納入した月の初日から末日までの分をとりまとめて、当該納入し

た日の属する月の翌月に行うことを常例とするものとする。ただし、納入の都度請求すること

を妨げない。 

２ 乙は、請求額の計算において、契約単価に数量を乗じて得た金額に１円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てるものとする。 

３ 甲は、前２項の規定により、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算し

て 30日以内にその代価を支払うものとする。 

第９ 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、第８第３項に定める代価の支払を遅延した場合

においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、当該代価につき年2.5パーセントの割合

で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 

第 10 乙は、自己の責めに帰すべき理由によりそれぞれの納入期限までに物品を納入しない場合

は、違約金として、遅延日数に応じ、当該納入期限までに納入しなかった数量に係る代価相当

額につき年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

第 11 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下

「契約不適合」という。）があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。 

２ 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 

第 12 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告を

し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を

経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき

は、この限りでない。 

 (1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。 

(2) 乙が、正当な理由なく、第 11第 1項の履行の追完を行わないとき。 

 (3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。 

(4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。 

第 13 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができ

る。 



(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。 

(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思

を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができ

ないとき。 

(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行を

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその

時期を経過したとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第 12 の規定による催告を

しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると

き。 

(6) 次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められ

るものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の

買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると

認められるものをいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」と

いう。）又は同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認めら

れるとき。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又

は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしている

と認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

第14  第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、

甲に帰属するものとする。 

第 14 第 12又は第 13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は損害賠償として第

１に規定する契約単価に予定数量を乗じて得た額の 100 分の５に相当する額を甲に納付す

るものとする。 

第 15 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正

な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。 

第16 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものと

する。ただし、信用保証協会法（昭和28 年法律第196 号）に規定する信用保証協会及び中小企

業信用保険法施行令（昭和25 年政令第350 号）第１条の３に規定する金融機関に対して売掛金

債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、

会計規則（平成４年岩手県規則第21号）第38条第２項の規定により会計管理者が支出負担行為

の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。 

３ 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。 

第 17 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから１年

以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契

約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を

知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

第18 第５に定める単価は、税法等の改正による場合、又は経済変動により適当でないと認めら

れるときは、甲、乙協議のうえ改定することができる。 



第19 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、

乙協議するものとする。 

この契約締結の証として、本書２通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその１通を保有

するものとする。 

 

年  月  日 

 

甲 岩手県 

契約担当者 

沿岸広域振興局長              印 

 

 

乙                       印 

 

 

品     名 規格・品質 銘 柄 単 位 単     価 

    円 

（うち消費税額   円） 

        円 

（うち消費税額   円） 

    円 

（うち消費税額   円） 

備考 単価欄の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。 

注 契約の相手方が、中小企業信用保険法（昭和25 年法律第264 号）第２条第１項の中小企業者

以外の者である場合は、第16第１項ただし書及び第16第２項の規定の記載を要しないこと。 

（Ａ４） 

 


